
 
参考－１

平成 16 年３月 17 日 

日本原燃株式会社 
 

再処理施設試験運転全体計画書（改訂）の概要 
 
１．適用範囲 
  試験運転全体計画書は、試験運転の計画、実施、結果の評価、試験運転に伴う保修等

について適用するもの。 
 
２．定義 
  試験運転とは、化学試験、ウラン試験及び使用済燃料を用いた総合試験（以下、「アク

ティブ試験」という。）を総括していう。 
 
３．試験運転の目的 

・再処理工場の機能及び性能の確認 
・設備の不適合等の早期発見と是正 

     目的を達成する過程で 
      －運転・保修員等の技術力の向上を図る 
      －運転要領書等の充実を図る 
 
４．試験運転の概要 

・ 試験運転の目的を踏まえ、試験項目の設定にあたっては、確認すべき機能・性能を

抽出し、安全確認項目は必要な試験段階に至る前に漏れなく確認。 
・ JEAC4111-2003 に準拠した品質保証活動を取込んだ保安規定を遵守。 
・ 各試験で確認すべき試験の内容と次の試験に進むための移行条件を図－１に示す。 
・ 試験運転は、工事計画に基づくスケジュールで実施。 

 
５．試験運転実施体制及び運営管理 
  ウラン試験開始以降の組織体制案を図－２に示す。 

・ 品質保証室は全社品質保証活動の推進、事業部等に対する品質監査を実施。 
・ 試験運転は、再処理工場長（化学試験では建設試運転事務所長）の指揮の下、試運

転並びに保修を所管する部署等が主体となって実施。 
・ 試験運転は、試験準備（計画の策定、試験図書の作成等）、試験実施、試験評価及

び報告書の作成の手順に従って実施。 
・ 技術審査を所管する部署を再処理工場とは独立に設置し、客観的なチェック体制を

確立。本部署は、試験運転を所管する部署が作成した試験運転計画等を保安の観点

から審査。その際、必要に応じ、先行施設の経験を有する者等の意見を聴取。また、

保安に係る活動を監督する核燃料取扱主任者の指示を仰ぐ。その後、承認権限を有

する長が試験運転計画等を承認。技術審査を所管する部署は、審査した事項が的確

に実施されていることを検証。 
（注）改訂部分に下線を付す。
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６．不適合等の取扱い 
不適合事項及び改善要求事項の取扱い・管理方法を明確化し、対策・処理状況を確実

にフォロー。通報連絡は適切に実施。 
 
７．教育・訓練 

再処理工場の各要員に対し、目標となる到達レベルを設定し、知識、技能及び経験の

観点から総合的に養成。 
 
８．試験運転上の条件及び制限 

化学試験、ウラン試験では、火災・爆発を防止する観点から化学的・熱的制限を適用。

また、アクティブ試験では、化学的・熱的制限に加えて臨界防止の観点から核的制限を

適用。 
 
９．安全対策 

以下のような安全対策を各試験段階で確認。 
 
安全対策項目 主な確認内容 確認時期 
臨界防止 ・臨界防止に係るインターロック、安全保護系 

の作動確認、放射線検出器等の機能確認、臨界

警報装置の作動確認 

アクティブ試験開

始まで 

遮へい ・セル開口部が閉止され、その遮へいが設計どお 

 りに据え付けられていること 
アクティブ試験開

始まで 
閉じ込め ・負圧の確保 

・漏えい液回収系の機能確認 

  

ウラン試験開始ま

で 

火災及び爆発

の防止 
・火災及び爆発の防止のインターロック、安全保

護系の作動確認 
・火災検出装置及び消火装置の機能確認 
・水素掃気機能，建屋給気閉止ダンパの作動確認 

化学試験開始まで 
 
化学試験開始まで 
アクティブ試験開

始まで 
崩壊熱除去 ・ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の換

気設備による冷却機能の確認 

・ガラス固化体貯蔵設備の冷却機能の確認 

・安全冷却設備の機能確認 

アクティブ試験開

始まで 

 
１０．放射線管理 

 核燃料物質を取扱うウラン試験以降、以下の項目について管理を実施。 
・出入管理；放射線業務従事者の入退域管理 
・区域管理；管理区域設定及び汚染拡大防止 
・施設管理；各施設で設定される管理区域における、線量当量率、線量当量、空気

中放射性物質濃度、放射性物質の表面密度の測定 
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・作業管理；放射線管理計画書の作成、放射線防護措置 
・個人被ばく管理；外部被ばく管理、内部被ばく管理 
・放出管理；気体廃棄物、液体廃棄物の放出管理 
・環境監視；モニタリングポスト及びモニタリングステーションにおいて外部放射

線等の連続監視、環境試料の放射能分析・測定 

 

１１．廃棄物の管理 
 各試験において発生する廃棄物については、その種類により適切に処理。 

 
 化学試験 ウラン試験 アクティブ試験 

 

種類 

・産業廃棄物 
（硝酸、硝酸塩、有機

溶媒などの廃液や

その他廃棄物） 

・放射性廃棄物 
（気体、液体、固体） 

 
同左 

 

 

処理 

の方法 

  
 
・関係法令を遵守し

適宜適切に処理 
 

・気体及び液体の廃棄物に

ついては、それぞれの廃

棄施設において処理＊し

た後、排出 
・固体の廃棄物については、

固体廃棄物の廃棄施設で

処理した後、構内の貯蔵

設備で保管 

 
 
 

同左 

  *ウラン試験中に発生する液体廃棄物は、高レベル廃液処理設備の廃液であっても、放

射能濃度が十分低いため、低レベル廃液として処理。 
 
１２．計量管理及び核物質防護 

・計量管理；ウラン試験から核燃料物質の在庫量の管理を実施。 

・核物質防護；周辺防護区域及び防護区域を設定し、適切な出入管理等を実施。 
 
１３．試験運転中の保修 

試験運転を安全かつ計画的に遂行できるよう設備の点検保修を適切に行うとともに、

点検にあたっては、作業の安全管理を徹底。 
 

１４．記録管理  
試験運転を行うにあたり、主に以下の記録の管理を実施。 
・試験結果等の記録 
・仮設備の記録 
・保安に係る記録 
・計量管理及び核物質管理に係る記録  等 

以上 
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使用済燃料による工場全体の機能・性能の
確認及び工場の安全性、操作性確認　　等

通水作動試験

化学試験

ウラン試験

アクティブ試験

水・蒸気等による機器単体の作動・機能確
認及び系統毎若しくは複数の系統毎の作動
確認　　　　　　　　　　　　　　　　等

硝酸・有機溶媒等の試薬（化学薬品）によ
る機器単体・系統の作動確認並びに性能確
認、系統毎及び建屋全体の作動確認　　等

ウラン溶液及び模擬ウラン燃料集合体によ
る機器及び系統の作動確認並びに性能確
認、系統毎及び建屋全体の作動確認　　等

の確認　　　　　　　等

各試験の実施内容

・通水作動試験の各試験項目が終了
・法令に基づく所要の申請、届出等
  の手続が完了　　　　　　　　等

・化学試験の各試験項目が終了
・ウラン試験に移行するのに必要な
　使用前検査が終了
・ウラン試験実施に必要な保安規定
　及び計量管理規定が認可      等

・ウラン試験の各試験項目が終了
・アクティブ試験に移行するのに
　必要な使用前検査が終了
・アクティブ試験実施に必要な保安
　規定及び核物質防護規定が認可
                             等

次の試験に進むための移行条件

図－１ 試験の内容及び移行条件 

ウラン溶液等による建屋間の連携、共通機
能(電源、換気

アクティブ試験に向けた工場全体

での最終確認

アクティブ試験に向けた工場全体で

の最終確認 等) 
総合ウラン試験総合確認試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２ ウラン試験開始以降の組織体制案 
：先行操業施設のみを担務する部署
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